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（出所）ＷＴＯ統計

我が国ＥＰＡパートナーの過去５年間のアンチ・ダンピング関税措置調査開始件数（2010-201４年）
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●発効済（１３カ国１地域）：シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ブルネイ、ASEAN、フィリピン、ベトナム、インド、オーストラリア、メキシコ、チリ、ペルー、スイス
●署名済（１カ国）：モンゴル
●交渉中等（カ国６地域）：韓国、⽇中韓、ＲＣＥＰ（東アジア地域包括的経済連携）、ＧＣＣ（湾岸協⼒理事会）、トルコ、ＥＵ、カナダ、コロンビア、ＴＰＰ

1. アンチダンピング措置を巡る状況（１）
○アンチ・ダンピング（AD）は、不公正な貿易取引に対抗するためＷＴＯ協定上認められた関税措置。
○世界的には年間２００件以上の調査が開始されているが、⽇本ではほとんど活⽤されていない。
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近年は新興国の利⽤が増加し
ている。

⽇本はＡＤの対象になることは多いが、
⾃ら発動することは極めて少ない。

1. アンチダンピング措置を巡る状況（２）
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出典：ＷＴＯ統計

鉄鋼等金属及びその

製品 918件（30%）

化学工業製品 640件
（21%）

プラスチック及びゴム

製品 389件（13%）

紡織用繊維及

びその製品

253件（8%）

機械類及び電気機器・

部分品 252件（8.%）

木材パルプ、紙及び板

紙 126件（4%）

その他 570件（19%）

アンチ・ダンピング措置のセクター別発動件数

（1995‐2014の累計）

3058件
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1. アンチダンピング措置を巡る状況（３）
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1. アンチダンピング措置を巡る状況（４）
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２．我が国の貿易救済措置活⽤状況
○ＷＴＯ発⾜（1995年）以降、１０件（５品⽬、１０ヵ国）のアンチダンピング調査、１件の相殺関税調査を実施。
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Case.1
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トルエンジイソシアナートとは、トルエンから製造される無⾊の
液体で、ポリウレタンの原料として、主として⾃動⾞座席、
寝具等の軟質フォーム等に使⽤。

●製品概要

平成２５年１２⽉１７⽇●申請⽇

平成２６年２⽉１４⽇●調査開始⽇

平成２６年１２⽉２５⽇〜平成２７年４⽉２４⽇●暫定課税期間

平成２７年 ４⽉２５⽇〜平成３２年４⽉２４⽇●課税期間

６９．４%●暫定税率

暫定税率に同じ。●税率

確定措置

暫定措置

3．具体的な調査事例〜ＴＤＩの場合〜（１）

中華⼈⺠共和国産トルエンジイソシアナート（TDI）にかかる調査



中国のTDI⽣産能⼒、国内需要の推移
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生産能力 国内需要

3．具体的な調査事例 〜ＴＤＩの場合〜（２）

中国が、⽶国、⽇本、韓国産ＴＤＩ
に対するＡＤ調査開始

課税開始
⽇本：12〜60%
⽶国：7〜28%
韓国：4〜16％

中国がＥＵに対するＡＤ調査開始

課税開始
ＥＵ：7〜38％

⽇本、⽶国、韓国に対する課税終了

2002年

2003年

2012年

2013年

2014年
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3．具体的な調査事例〜ＴＤＩの場合〜（３）



⽶国
2008年3⽉課税開始

2014年2⽉課税延⻑決定

⽇本
2008年6⽉課税開始

2014年3⽉課税延⻑決定

ＥＵ
2008年3⽉課税開始

2014年3⽉課税延⻑決定 AD税率
149.9%

AD税率
83.66%

AD税率
34.3〜46.5%

課税終了
（ＡＤ税率29.3％）

AD税率
14.5%

AD税率
14.0%

AD税率
17.1%

中国
余剰⽣産⼒有
約１０万トン

豪州
⽣産者廃業

南アフリカ
余剰⽣産⼒有

スペイン
余剰⽣産⼒有

世界における電解⼆酸化マンガンへのＡＤ措置発動状況
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４．課税の効果 〜ＥＭＤの場合〜（１）

ＥＵ 日本 米国

2006年12月 調査開始

2007年4月 調査開始

2007年8月 調査開始

2007年9月 課税開始

2008年3月 課税開始

2008年6月 課税開始
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４．課税の効果 〜ＥＭＤの場合〜（２）

⽶国のＥＭＤ輸⼊量推移 ＥＵのＥＭＤ輸⼊量推移

年

年

Kg Kg

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

South Africa China
Australia rest of the world

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

China South Africa
Australia rest of the world

出所：Global Trade Atlas
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４．課税の効果 〜ＥＭＤの場合〜（３）
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５. 我が国の調査体制

 財務大臣、経済産業大臣、調査対象貨物の産業所管大臣が協議の上決定。

 各省職員から成る調査担当者団が調査を実施。

 申請書（課税の求め）、証拠、意見等の受理は財務省。

 経済産業省と財務省には調査を本務とする組織有り（経済産業省貿易管理部特殊関税
等調査室、財務省関税局特殊関税調査室）
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６．調査の流れ
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６．調査の流れ
制度をよくしらない…

申請書の
書き⽅が
わからな
い…

調査開始から課税まで時間がかかる…

調査開始後は
何をするの？ 知⾒者や経験

者が少ない… スケジュールはど
うなっているの？



７．制度改善の取り組み

１．申請環境を整備

２．ＡＤ調査プロセスをわかりやすく（透明性の向上、適正⼿続きの強化）

３．産業界等への説明強化

４．調査の質の向上

－⽬指すべき⽅向性－

○ＷＴＯ整合的にグローバルスタンダードでの制度運⽤

○ＡＤ（ＷＴＯルールの活⽤）が、⽇本の産業界にとって選択肢の⼀つとなるよう

そのために…
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８．具体的な取り組み内容（１）〜申請環境の整備〜

○申請書記載事項を精査し、モデル申請書を作成。経済産業省ＷＥＢにて公表中。

→ 申請書のイメージをつかむことで、⾃ら作成することも可能に

○申請準備段階と調査開始段階での作業の重複を排除し、調査⼿続きを合理化。今後、
申請の⼿引きを改訂して、申請にかかるガイダンスを充実。

→ データ収集作業の重複を排除することで、申請者等の負担を軽減

○不当廉売関税調査の「申請適格」等の改正について「関税改正要望」として財務省に要
求中（平成２８年度関税改正要望中）

→ 団体申請にかかる構成員要件等を⾒直し

18



８．具体的な取り組み内容（２）〜ＡＤ調査プロセスをわかりやすく〜

○仮決定の積極活⽤（中間報告書の早期公表）

→ 過去には調査開始から約１４ヶ⽉を要したものが、直近では約１０ヶ⽉に

○質問状のＷＥＢ公開

○営業上の秘密（⾮公開）として取り扱われる内容の基準を作成・明確化

○仮決定及び重要事実の開⽰の⽇程の予告（１０⽇程度前に）

→ 利害関係⼈が調査にコミットしやすく

○再反論の機会等利害関係者の意⾒表明機会を拡充

→ 利害関係⼈が調査で考慮される証拠等を閲覧し、意⾒を表明できる機会がさらに充実

19
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９．制度改善後の調査の流れ
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モデル申請書
の作成、公開

質問状のＷＥＢ公開

利害関係人が開示範囲に意見
を述べる機会を早期に設ける

仮決定の予告の実施
反論・反証に対する
再反論の機会の提供

説明会等の強化

早期閲覧開始

申請準備段階と調査開始段階での
作業の重複を排除

申請要件の
ＷＴＯハーモ

 申請準備期間の短縮、全体としての負担軽減
 閲覧開始時期の前倒し → 閲覧開始後の意⾒表明期間が従来よりも⻑期化
 調査プロセスの透明性向上
 調査開始から仮決定までの期間の短縮

仮決定の積極活用
重要事実の開示の
予告の実施



１０．おわりに
○２０１５年は、⽇本のＧＡＴＴ加盟から６０年、ＷＴＯ設⽴２０周年。

○ＷＴＯ協定は国際貿易のルール。ＷＴＯルールが世界の⾃由貿易体制を⽀えている。

○ＷＴＯルールを活⽤し、ルールに基づく公正な市場競争環境の実現を。

経済産業省 貿易経済協⼒局 特殊関税等調査室
貿易救済措置相談窓⼝

（TEL）０３－３５０１－３４６２
（FAX）０３－３５０１－０９９２
(E-mail) qqfcbk@meti.go.jp

（経済産業省貿易救済措置ホームページアドレス）
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/trade-
remedy/index.html 21
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対象貨物 対象国 課税状況 税率

フェロシリコマンガン
中国

ノルウェー
南ア

課税終了
（H5.2.3〜H10.1.31)

５社 4.5〜19.1％
その他 27.2％
新規事業者 8.9％
（価格約束：２社）

綿⽷ パキスタン 課税終了
（H7.8.4〜H12.7.31)

９社 2.1〜7.9％
８社 課税せず
その他 9.9％

ポリエステル短繊維 韓国
台湾

課税終了
（H14.7.26〜

H24.6.28)

韓国 １社 6.0％
4社 課税せず
その他 13.5％

台湾 全社 10.3％
ポリエステル短繊維

(延⻑)
韓国
台湾

課税終了
（H14.7.26〜

H24.6.28)
同上

電解⼆酸化
マンガン

スペイン
南ア
中国
豪州

課税中
（H20.6.14〜）

南アフリカ 14.5%
中国 １社 34.3%

その他 46.5%
豪州 29.3%
スペイン 14.0%

カットシート紙 インドネシア 課税せず調査終了
（H25.6.26) n.a.

電解⼆酸化
マンガン(延⻑)

スペイン
南ア
中国

課税中
（H20.6.14〜）

南アフリカ 14.5%
中国 １社 34.3%

その他 46.5%
スペイン 14.0%

トルエンジイソシアナー
ト 中国 課税中

（H26.12.25〜) 中国 69.4%

⽔酸化カリウム 中国
韓国 現在調査中

対象貨物 対象国 課税状況 税率

ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ･ﾗﾝﾀﾞﾑ･ｱ
ｸｾｽ･ﾒﾓﾘｰ

（DRAM）
韓国

課税終了
（H18.1.27〜

H21.4.22)

ﾊｲﾆｯｸｽ1社
当初 27.2％
変更後 9.1％
レビュー後 廃⽌

対象貨物 課税状況 税率

ねぎ
⽣しいたけ

畳表

暫定措置発動の後、
課税せず調査終了
（H13.12.21)

※暫定措置時
ねぎ
輸⼊割当量：５３８３トン
追加関税率：２２５円/kg

（２５６%相当）

⽣しいたけ
輸⼊割当量：８００３トン
追加関税率：６３５円/kg

（２６６%相当）

畳表：
輸⼊割当量：７９４９トン
追加関税率：３０６円/kg

（１０６%相当）

我が国のＡＤ調査案件⼀覧

我が国のＣＶＤ調査案件⼀覧

我が国のＳＧ調査案件⼀覧

（参考）我が国の貿易救済措置案件



⽇本における貿易救済措置：
アンチ・ダンピング措置を中⼼として

経済産業省貿易管理部特殊関税等調査室
太⽥ 知⼦

２０１５年１１⽉４⽇



（出所）ＷＴＯ統計

我が国ＥＰＡパートナーの過去５年間のアンチ・ダンピング関税措置調査開始件数（2010-201４年）

発効済

大筋合意

交渉中等

韓国
１9

豪州
７9

中国
４0

カナダ
４5

コロンビア
２5

ＥＵ
６3

⽇本
２

ＮＺ
４

⽶国
87

インド
１４8

タイ
２0

マレーシア
２7

インドネシア
42

メキシコ
3２

ペルー
3

チリ
7

トルコ
３6

●発効済（１３カ国１地域）：シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ブルネイ、ASEAN、フィリピン、ベトナム、インド、オーストラリア、メキシコ、チリ、ペルー、スイス
●署名済（１カ国）：モンゴル
●交渉中等（カ国６地域）：韓国、⽇中韓、ＲＣＥＰ（東アジア地域包括的経済連携）、ＧＣＣ（湾岸協⼒理事会）、トルコ、ＥＵ、カナダ、コロンビア、ＴＰＰ

1. アンチダンピング措置を巡る状況（１）
○アンチ・ダンピング（AD）は、不公正な貿易取引に対抗するためＷＴＯ協定上認められた関税措置。
○世界的には年間２００件以上の調査が開始されているが、⽇本ではほとんど活⽤されていない。
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AD措置国別発動件数 1995‐2014

2010‐2014

1995‐2014

近年は新興国の利⽤が増加し
ている。

⽇本はＡＤの対象になることは多いが、
⾃ら発動することは極めて少ない。

1. アンチダンピング措置を巡る状況（２）

3



鉄鋼等金属及びその

製品 918件（30%）

化学工業製品 640件
（21%）

プラスチック及びゴム

製品 389件（13%）

紡織用繊維及

びその製品

253件（8%）

機械類及び電気機器・

部分品 252件（8.%）

木材パルプ、紙及び板

紙 126件（4%）

その他 570件（19%）

アンチ・ダンピング措置のセクター別発動件数

（1995‐2014の累計）

3058件

4

1. アンチダンピング措置を巡る状況（３）

0% 50% 100%

発動

被発動

米国ＡＤ措置のセクター別発動・被発動

(1995‐2014累計）

鉄鋼等金属及びその製品 化学工業品

プラスチック及びゴム製品 紡織用繊維及びその製品

機械類及び電気機器部分品 木材、パルプ、紙及び板紙

その他

345件

162件

（出所）ＷＴＯ統計



出所：ＷＴＯ統計
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1. アンチダンピング措置を巡る状況（４）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

発動（176件）

被発動（759件）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

発動（534件）

被発動（109件）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

発動（82件）

被発動（213件）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

発動（156件）

被発動（390件）

鉄鋼等⾦属及びその製品
化学⼯業品
プラスチック及びゴム製品
紡織⽤繊維及びその製品
機械類及び電気機器部分品
⽊材、パルプ、紙及び板紙
その他

インド

中国
韓国

ASEAN
0% 50% 100%

被発動
（134件）

（参考）⽇本

（出所）ＷＴＯ統計
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２．我が国の貿易救済措置活⽤状況
○ＷＴＯ発⾜（1995年）以降、１０件（５品⽬、１０ヵ国）のアンチダンピング調査、１件の相殺関税調査を実施。
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Case.1

7

トルエンジイソシアナートとは、トルエンから製造される無⾊の
液体で、ポリウレタンの原料として、主として⾃動⾞座席、
寝具等の軟質フォーム等に使⽤。

●製品概要

平成２５年１２⽉１７⽇●申請⽇

平成２６年２⽉１４⽇●調査開始⽇

平成２６年１２⽉２５⽇〜平成２７年４⽉２４⽇●暫定課税期間

平成２７年 ４⽉２５⽇〜平成３２年４⽉２４⽇●課税期間

６９．４%●暫定税率

暫定税率に同じ。●税率

確定措置

暫定措置

3．具体的な調査事例〜ＴＤＩの場合〜（１）

中華⼈⺠共和国産トルエンジイソシアナート（TDI）にかかる調査



中国のTDI⽣産能⼒、国内需要の推移
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２社 → ６社
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200
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8

生産能力 国内需要

3．具体的な調査事例 〜ＴＤＩの場合〜（２）

中国が、⽶国、⽇本、韓国産ＴＤＩ
に対するＡＤ調査開始

課税開始
⽇本：12〜60%
⽶国：7〜28%
韓国：4〜16％

中国がＥＵに対するＡＤ調査開始

課税開始
ＥＵ：7〜38％

⽇本、⽶国、韓国に対する課税終了

2002年

2003年

2012年

2013年

2014年

（出所）METI
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トルエンジイソシアナートの輸⼊量の推移
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日本
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（2012年度）（MT） （$/Kg）

3．具体的な調査事例〜ＴＤＩの場合〜（３）

（出所）通関統計 （出所）China custom



⽶国
2008年3⽉課税開始

2014年2⽉課税延⻑決定

⽇本
2008年6⽉課税開始

2014年3⽉課税延⻑決定

ＥＵ
2008年3⽉課税開始

2014年3⽉課税延⻑決定 AD税率
149.9%

AD税率
83.66%

AD税率
34.3〜46.5%

課税終了
（ＡＤ税率29.3％）

AD税率
14.5%

AD税率
14.0%

AD税率
17.1%

中国
余剰⽣産⼒有
約１０万トン

豪州
⽣産者廃業

南アフリカ
余剰⽣産⼒有

スペイン
余剰⽣産⼒有

世界における電解⼆酸化マンガンへのＡＤ措置発動状況

10

４．課税の効果 〜ＥＭＤの場合〜（１）

ＥＵ 日本 米国

2006年12月 調査開始

2007年4月 調査開始

2007年8月 調査開始

2007年9月 課税開始

2008年3月 課税開始

2008年6月 課税開始
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４．課税の効果 〜ＥＭＤの場合〜（２）

⽶国のＥＭＤ輸⼊量推移 ＥＵのＥＭＤ輸⼊量推移
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(出所)Global Trade Atlas

MT MT

(出所)Global Trade Atlas
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４．課税の効果 〜ＥＭＤの場合〜（３）
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５. 我が国の調査体制

 財務大臣、経済産業大臣、調査対象貨物の産業所管大臣が協議の上決定。

 各省職員から成る調査担当者団が調査を実施。

 申請書（課税の求め）、証拠、意見等の受理は財務省。

 経済産業省と財務省には調査を本務とする組織有り（経済産業省貿易管理部特殊関税
等調査室、財務省関税局特殊関税調査室）
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６．調査の流れ
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６．調査の流れ
制度をよくしらない…

申請書の
書き⽅が
わからな
い…

調査開始から課税まで時間がかかる…

調査開始後は
何をするの？ 知⾒者や経験

者が少ない… スケジュールはど
うなっているの？



７．制度改善の取り組み

16

１．申請環境を整備

２．ＡＤ調査プロセスをわかりやすく（透明性の向上、適正⼿続きの強化）

３．産業界等への説明強化

４．調査の質の向上

－⽬指すべき⽅向性－

○ＷＴＯ整合的にグローバルスタンダードでの制度運⽤

○ＡＤ（ＷＴＯルールの活⽤）が、⽇本の産業界にとって選択肢の⼀つとなるよう

そのために…



８．具体的な取り組み内容（１）〜申請環境の整備〜

17

○申請書記載事項を精査し、モデル申請書を作成。経済産業省ＷＥＢにて公表中。

→ 申請書のイメージをつかむことで、⾃ら作成することも可能に

○申請準備段階と調査開始段階での作業の重複を排除し、調査⼿続きを合理化。今後、
申請の⼿引きを改訂して、申請にかかるガイダンスを充実。

→ データ収集作業の重複を排除することで、申請者等の負担を軽減

○不当廉売関税調査の「申請適格」等の改正について「関税改正要望」として財務省に要
求中（平成２８年度関税改正要望中）

→ 団体申請にかかる構成員要件等を⾒直し



８．具体的な取り組み内容（２）〜ＡＤ調査プロセスをわかりやすく〜

18

○仮決定の積極活⽤（中間報告書の早期公表）

→ 過去には調査開始から約１４ヶ⽉を要したものが、直近では約１０ヶ⽉に

○質問状のＷＥＢ公開

○営業上の秘密（⾮公開）として取り扱われる内容の基準を作成・明確化

○仮決定及び重要事実の開⽰の⽇程の予告（１０⽇程度前に）

→ 利害関係⼈が調査にコミットしやすく

○再反論の機会等利害関係者の意⾒表明機会を拡充

→ 利害関係⼈が調査で考慮される証拠等を閲覧し、意⾒を表明できる機会がさらに充実



調
査
せ
ず

反論・反証に対する
再反論の機会の提供

秘密情報の取扱い
基準を明確化
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９．制度改善後の調査の流れ
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原則
2ヶ⽉
⽬途

原則１年以内（最⼤１８ヶ⽉）

モデル申請書
の作成、公開

質問状のＷＥＢ公開

利害関係人が開示範囲に意見
を述べる機会を早期に設ける

仮決定の予告の実施
反論・反証に対する
再反論の機会の提供

説明会等の強化

早期閲覧開始

申請準備段階と調査開始段階での
作業の重複を排除

申請要件の
ＷＴＯハーモ

 申請準備期間の短縮、全体としての負担軽減
 閲覧開始時期の前倒し → 閲覧開始後の意⾒表明期間が従来よりも⻑期化
 調査プロセスの透明性向上
 調査開始から仮決定までの期間の短縮

仮決定の積極活用
重要事実の開示の
予告の実施



１０．おわりに
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○２０１５年は、⽇本のＧＡＴＴ加盟から６０年、ＷＴＯ設⽴２０周年。

○ＷＴＯ協定は国際貿易のルール。ＷＴＯルールが世界の⾃由貿易体制を⽀えている。

○ＷＴＯルールを活⽤し、ルールに基づく公正な市場競争環境の実現を。

経済産業省 貿易経済協⼒局 特殊関税等調査室
貿易救済措置相談窓⼝

（TEL）０３－３５０１－３４６２
（FAX）０３－３５０１－０９９２
(E-mail) qqfcbk@meti.go.jp

（経済産業省貿易救済措置ホームページアドレス）
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/trade-
remedy/index.html
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対象貨物 対象国 課税状況 税率

フェロシリコマンガン
中国

ノルウェー
南ア

課税終了
（H5.2.3〜H10.1.31)

中国
５社 4.5〜19.1％
その他 27.2％
新規事業者 8.9％
（価格約束：２社）

綿⽷ パキスタン 課税終了
（H7.8.4〜H12.7.31)

９社 2.1〜7.9％
８社 課税せず
その他 9.9％

ポリエステル短繊維 韓国
台湾

課税終了
（H14.7.26〜

H24.6.28)

韓国 １社 6.0％
4社 課税せず
その他 13.5％

台湾 全社 10.3％
ポリエステル短繊維

(延⻑)
韓国
台湾

課税終了
（H14.7.26〜

H24.6.28)
同上

電解⼆酸化
マンガン

スペイン
南ア
中国
豪州

課税中
（H20.6.14〜）

南アフリカ 14.5%
中国 １社 34.3%

その他 46.5%
豪州 29.3%
スペイン 14.0%

カットシート紙 インドネシア 課税せず調査終了
（H25.6.26) n.a.

電解⼆酸化
マンガン(延⻑)

スペイン
南ア
中国

課税中
（H20.6.14〜）

南アフリカ 14.5%
中国 １社 34.3%

その他 46.5%
スペイン 14.0%

トルエンジイソシアナー
ト 中国 課税中

（H26.12.25〜) 中国 69.4%

⽔酸化カリウム 中国
韓国 現在調査中

対象貨物 対象国 課税状況 税率

ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ･ﾗﾝﾀﾞﾑ･ｱ
ｸｾｽ･ﾒﾓﾘｰ

（DRAM）
韓国

課税終了
（H18.1.27〜

H21.4.22)

ﾊｲﾆｯｸｽ1社
当初 27.2％
変更後 9.1％
レビュー後 廃⽌

対象貨物 課税状況 税率

ねぎ
⽣しいたけ

畳表

暫定措置発動の後、
課税せず調査終了
（H13.12.21)

※暫定措置時
ねぎ
輸⼊割当量：５３８３トン
追加関税率：２２５円/kg

（２５６%相当）

⽣しいたけ
輸⼊割当量：８００３トン
追加関税率：６３５円/kg

（２６６%相当）

畳表：
輸⼊割当量：７９４９トン
追加関税率：３０６円/kg

（１０６%相当）

我が国のＡＤ調査案件⼀覧

我が国のＣＶＤ調査案件⼀覧

我が国のＳＧ調査案件⼀覧

（参考）我が国の貿易救済措置案件


